




要約:

 義務教育は, 全ての子供に保証されるべき基本的人権である。 しかし, 日本小児科学会

認定医研修病院において,院内学級は半数以下の施設に存在するにすぎず, 学齢期長期入

院児の約 3 割は教育機会が与えられていない。 本研究班は,慶鷹義塾大学病院(担当渡辺

久子), 聖路加国際病院(担当細谷亮太), 都立清瀬小児病院(担当長谷川行洋)における入

院児教育の現状分析を行い,1)入院児の教育の特質, 2)入院児の教育モデルに検討を加え

た。


